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国民健康保険広域化の概要と保険税率の設定

I 国民健康保険の広域化の概要

1 国民健康保険運営のしくみ

。平成 30年度からの国民健康保険の広域化は、県と市町村が共に保険者となり、広域的に国民健康保

険を運営する新しい支え合いの仕組みを構築するものである。都道府県が財政運営の責任を担うこ

とにより、国保の財政運営の安定化と、市町村国保の効率的な事業実施を目指している。

現行 広域化後

市町村が個別に運営 県が財政運営責任を担うなど中心的役割

所管委員会 厚生常任委員会

提出課 国保年金課

<新潟県国民健康保険運営方針の策定>
・県と市町村が一体となり、保険者の事務を共通認識の下で実施するとともに、市町村が事業の広域

化や効率化を推進することを目的としている。

・県と市町村の協議に基づき、財政運営、資格管理、保険給付、保険料 (税)率の決定などに関する

「新潟県国民健康保険運営方針」が決定された。

<市町村標準保険相 (税)率の算定>
・市町村へ示す標準保険料率の設定は、下記の方式により算定する。 【当市は現行と変更なし】

区 分 医療給付費分 後ダ胡高齢者支援金分 介護納付金分

標準保険料率

3方式 2方式 2方式

所得割 所得割 所得割

均等割 (被保険者数) 均等割 (被保険者数) 均等割 (被保険者数)

平等割 (世帯数)

<新潟県における主な事務統一>
○保険税率

市は県から提示される事業費納付金を賄うため、標準保険料 (税)率を参考に当市の保険税率を決

定する。※県は保険料方式で決定するが、当市においては保険税方式で決定する。

現 行 広域化後

見直しサイクル 必要に応じて見直し 毎年度

標準保険料率 保険税率決定時における参考値

保険税賦課方式

4月 に暫定賦課として 8回の納期で賦課

(前々年中の所得で仮の賦課)

。暫定賦課を廃止し、確定賦課に一本化

。7月 に年間保険税額として、3月 まで

の 9回の納期で決定し賦課7月 に確定賦課として 9回の納期で賦課

(前年中の所得で賦課 )

法定外繰入 市の判断による 国は段階的に削減を目指している

○被保険者証

。事務の効率化に向け、被保険者証と高齢受給者証を一体化し、一斉更新時における保険証発行事

務を共同事業化により新潟県国民健康保険団体連合会が一括作成し、市町村へ納品する。

。当市では、被保険者証と高齢受給者証の一体化は既に実施済み。
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県は保険給付費に要する費用を市町村へ支払う

2 国民健康保険財政安定化のしくみ

(1)公費による財政支援の拡充

。国は、市町村国保に対し平成 27年度から約 1,700億 円を財政支援 してきているが、平成 30年度か

らさらに約 1,700億円を拡充して年額約 3,400億円を投入し、国保の抜本的な財政基盤の強化を図

ることとしている。

・平成 30年度からの公費拡充 1,700億 円により、国では被保険者一人当たり約 5,000円 の財政改善効

果があるとしている。

(2)国民健康保険事業費納付金制度

。市町村は、県が医療給付費、所得水準、被保険者数、国庫負担金等の収支見込みに基づいて、算定し

た事業費を県へ納付する。

・県からは、保険給付費等に要する費用が市町村へ交付される。

(3)新潟県国民健康保険財政安定化基金

・市町村は、保険税収納不足等により財源不足が生じた場合、県が設置する財政安定化基金から貸付・

交付を受けることができる。 (3年で償還 。無利子)

。平成 35年度までの特例として、県は保険税の激変緩和措置などの資金に充てることができるとして

いる。
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<市町村の役割>
・資格管理 (保険証の発行)

・保険料 (税)の賦課・徴収
・保険給付  ・保健事業の実施

国保運営方針
(県内の統一的方針)

<県の役割>
・財政運営責任
・市町村ごとの納付金を決定
・市町村ごとの標準保険料 (税)率の提示



4 国保広域化の経過 i予定

5 保険料 (税〕率決定のプロセスの変更

平成 30年度当初予算のイメージ  179.1億円 (H3al月時点のJ騨値)

その他

0.8

0.4%
その他

‐ 5.1
2.9%

歳入 179.1億円

県 市国

5月 連携会議 (県・市町村課長職等):運営方針 (素案)の協議

6月 ～7月 運営方針 (案)に対する法定意見照会 (県)⇔ 回答 (市町村 )

8月 連携会議 :運営方針 (案)の協議

国保基盤強
化事務レベ

ルワーキン
ググループ

[通年実施〕
【県国保運営協議会】

6月  運営方針 (素案)等説明
8月  運営方針 (案)の諮問、審議
10月  運営方針 (案)の答申

H月 ～1月 運営方針の決定、公表仮係数提示

10月  納付金・

標準保険料算定

H月 納付金・標準保険料率の試算

【市国保運営協議会】

国保広域化に関する議題
を含む内容について協議
8月 、H月 、1月 に開催
2月 に開催予定

H月 連携会議 :納付金・標準保険料率算定の協議

12月  納付金。

標準保険料算定

確定係数提示 1月  納付金。標準保険料率の確定 1月 保険税率の算定

2月 議会 :所管事務調査2月  議会 :予算審議・条例一部改
正等

6月  議会 :経過報告

3月 議会 :予算審議、条例一部改正

0 当市の国民 別会計の変更

平成 29年度当初予算 ― ■219.7億円 ―

その他

1.3

0.6%

県支出金

9.6

4.4% 療養給付費

等交付金

5.9

2.7%

歳入 219.7億円 歳出 219,7億 円

その他

(前期高齢者納

含む)

7.4

3.2%

介護納付金

8.1

3.7%

後期

21.4

9.8%

単位 :億円

繰入金

17.2

7.8%

国民健康

保険税

34.0

15.5%共同事業交

付金

45,9

20。9%
国庫支出金

40.0

18.2%

前期高齢者交付金

65,8

29。9%

共同事業拠出金

46.2

21.1%

保険給付費

136.6

62.2%

歳 入

。国庫支出金、前期高齢者交付金は県が直接収入する。

・共同事業交付金は廃止。

・保険給付費に必要な額は県支出金として支払われる。

歳 出

・介護納付金、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金は、

県が直接支払うためなくなる。

・共同事業拠出金は廃止される。

・保険給付費以外はほぼ事業費納付金として県に納付す

る。

単位 :億円

事業費納付金

42.5

23.7%

保険給付費

131.5

73.4%

現 行 広域化後

市 県 市

歳出

・保険給付費を見込む。

・保健事業費、前期高齢者

納付金等、保険給付費以

外の歳出を見込む。

。県全体の保険給付費を見込

む。

・市町村ごとの事業費納付金

を算定し、提示する。

・保瞼給付費、保健事業費等

の事業納付金以外の歳出を

見込む。

歳入

・保険税収入を見込む。

。国、県支出金等全ての公

費を見込む。

・保険給付費等、市町村への

交付金を提示する。

・歳出額に対して必要な保険

税収入額を見込む。

税率

決定

・保険税率を決定する。 ・市町村ごとの標準保険料

(税)率を提示する。

・標準保険料 (税)率を参考

に、市町村の責任において

保険税率を決定する。

13.0

7.3%

17

国民健康保険

税

31.5

県支出金

133.8

74.7%

歳出 179.1億円
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131億5,044万 円

推計方法=H29の 一人当たり給付費見込×H26～ H28の一人当たり給付費の平均伸び率×市が推計
したH80の推計被保険者数

事業費納付金 48億 6,105万 円

後 期 高 齢 建F支 援金分 介 護 納 J金分

所得割 (%) 均 等割 (円 ) 平等割 (円 )

―
所終割 (%) 均等割 (円 ) 所得割 (%) 均等割 (円 )|―

2.43 10,700 2.33 13,800

|■保険税率
(現行税率)||

7.50 19,400 26,000

保険税賦課必要額 37億 1,184万 円 (上記税率とした場合の保険税賦課額 86億 7,295万 円)

Ⅱ 平成 30年度の保険税率の設定について

1.保険給付費、事業費納付金t保険税率の比較検討

く保険給付費〉

。市が推計する保険給付費は、一人当たりの保険給付費が増加傾向にあることから、131億 5,044万 円

とした。 (右 グラフ参照 :一人当たり給付費 345,682円 ×被保険者数 38,042人 )

く事業費納付金〉

・保険給付費の推計から事業納付金を算定すると43億 61105万 円となり、財源として必要な保険税賦

課額を 37億 1,184万 円と見込んだ。

。現行税率を据え置いた場合、保険税賦課額は 36億 7,295万 円と見込まれ、事業費納付金の財源とし

て必要な保険税賦課額 37億 1,184万 円との差額は 3,889万円となる。この差額分は財政調整基金を

繰 り入れて対応することとしたい。

し

く保険給付費〉

・県が推計した保険給付費は、一人当たりの保険給付費が当市の推計よりも低く算定されており、市の

推計とは 4億 879万 円の乖離がある。その額を充足するためには、さらに 1億 1,540万 円の保険税の

確保が必要となる。

。保険給付費が不足した場合は、当年庫中に県から市へ保険給付費が追加交付されるが、その相当額が

翌々年度の事業費納付金に加算されるため、翌々年度には税率の引き上げや財政調整基金繰入により

財源確保が必要となる。

〈事業費納付金〉

・保険給付費を県の推計値とした場合でも、県が提示した保険料 (税)率は課税限度額を考慮しない理

論上の数値であり、この率では保険税賦課額は 34億 1,367万円と見込まれ、必要となる保険税賦課

額の 35億 9,644万 円には 1億 81277万 円の不足が生じ、事業費納付金が納付できない。

不足額 △1億 8,277万 円

当市における保険給付費総額と一人当たり給付費

給付費総額 :億円 上越市の保険給付費の推移 一人当たり :円

※H29は見込

360,000

350,000

340,000

330,000

320,000

310,000

300′000

290′000

た2

年度 H25 H26 H23.

給付費構領 (億 円) 140.76 139.18 139.78 136.81 132.92 131.50

対前年比 1.14% △ 1.12% 0.43% △213% △ 2.84% △ 1.06%

被保険者数 (人 ) 44,389 44ゃ94 42,559 41,095 39,227 38,042

対前年比 △ 2.23% △ 1.77% △ 3.48% △ 3.44% △ 4.55% △ 3.02%

一人当たり (円 ) 313,583 315,647 328,450 332,906 338,848 345,682

対前年比 3.44% 0.66% 4.06% 1.36% 1.78% 2.02%

2 平成 30年度の保険税率の設定

。現行税率 (保険税賦課額 86億 7,295万 円)と した場合は、県提示の税率 (保険税賦課額 34億

と,867万円)よ りも 2億 5,928万 円多い保険税賦課額が見込まれるが、実質的に必要と見込ま

れる額を賄うには3,889万 円不足する。

・安定した国保運営を確保するため、平成 30年度は、財政調整基金を繰り入れ、現行税率の据置

きとしたい。

〈財政調整基金の推移〉                      (単 位 :億円)

年 度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度見込

年度末残高 7.97 11.23 8.02 5

ヽ

′

I【平成 30年度の保険税率の考え方】

: 平成 30年度の保険税率は現行税率を据え置 く。

I   ・当骸年度の保険給付に必要な額を年度内に確保することができる。
l   ・県へ納付する事業費納付金の財源を賄うことができる。

1   ・税率の変更を行わないことにより被保険者の混乱を避けることができる。
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事業費納付金を納付するために必
要な保険税賦課額 35億島(瑯万円

平成30年度に必要な保険
税賦課額

"億
七184万円

【現行税率と県提示税率による保険税賦課額の比較】

基金繰入額現行税率

―

す
１

■

１

不足額① l億 1,540万 円県提示税率 不足額② l億 8,277万 円

給付費総額

一人当た り

一人当たり給付費は増加傾向

※H30は市の推計

保険給付費
127億 4,165万円 (市の推計との比較 △4億879万 円)

推計方法=H27年 3月 ～H29年 8月 の一人当たり保険給付費と被保険者数の実績を基に推計

事業費納付金 42億4,565万円

介 語 納 ィ十◇ 分

均 等自lI(円 ) 平等割 (円 ) 所 得割 (%) 均 等割 (円 ) 所得割 (%) ―
均等割 (円所得割 (%)

23,992 2.91 12,632 1.98 12,416

保険料 (税 )率
(市町村算定方式 )

6.89 17,493

35億9,644万 円 (上記税率とした場合の保険税賦課額 84億 1,367万円)保険税賦課必要額

足額 △1億 1.540万

=②
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